
非常勤講師のみなさんへ 2015年度版

学校教育は、正規雇用の教職員はもとより、臨

時講師や非常勤講師などの献身的な努力で成り立っ

ています。ところが、非常勤講師の労働条件は低

く抑えられています。

さらに、全国的に賃金や手当の切り下げの動き

が強まり、正規教職員の給料ベースが減らされた

り、県独自に賃金カットが行われたりしています。

そんな中で、非常勤講師の報酬も下がっていま

す。授業１コマあたりの報酬は、２００２年度に

は３１８０円であったものが、２０１０年度から

は２７５０円にまで引き下げられました。

これは、授業だけでなく教材研究や考査の採点

も含んだ額であることを考えると、大幅な引き上

げが必要です。国が（地方交付税積算単価として）

示している額は２７８０円ですから、当面その額

に戻すように要求しています。

しかも、教科会議、生徒情報交換会などへの出

席は、ただ働きとなっています。組合は、必要な

会議への出席・打ち合わせに対しても報酬を支払

うよう要求しています。

また、実施した授業に対して支払うことになっ

ているため、学校行事等で授業がなくなった場合

や長期休業中は無収入となります。全国的には、

「１コマ＝３５時間／年」で計算して、事実上月

給制に近い形を取っている県もあります。

滋高教は、みなさんといっしょに労働条件の改

善をめざします。同時に、生徒・父母・教職員の

思いにもとづく教育をいっしょにすすめていきま

しょう。

そのために、組合への加入を心から呼びかけま

す。なお、組合費は、月額５００円です。

滋賀県公立高等学校教職員組合

あなたの加入が大きな力につながります
組合への加入を心から呼びかけます

非常勤講師の労働条件は低い
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１．任用期間

４月８日～３月２８日（通信課程は～３／３１）

２．勤務日および勤務時間

あらかじめ、１週間を単位として、勤務日および勤務時間が定められます。勤務時間１時間とは、

授業１コマを指します。勤務日となる曜日、およびその勤務時間は学校毎に異なります。

３．賃金など

①報酬の支給等

報酬は１ヶ月分をまとめて、翌日の１０日までに支給されます。勤務に対する給付としては、報酬、

交通費のほか、手当などは支給されません。

②報酬

報酬は１時間（授業１コマ）当たり ２,７５０円です。

③費用弁償

通勤に対する交通費（費用弁償）として、次の額が支給されます。

○電車、バス等交通機関を利用 回数券または普通乗車券の額（往復分）

○自動車、バイクを利用

通勤距離に応じた定額（例：自動車片道５㎞以上10㎞未満 日額295円）

通勤距離が２㎞未満の場合は支給されません。

４．年次有給休暇

下記の条件を満たした場合、７ヶ月目から表の通りの日数が付与されます。休暇は１日単位です。

○採用日から６ヶ月間継続勤務

○全労働日の８割以上を出勤

【注：複数校勤務者（全日制と定時制勤

務を含む）の年休は各学校の勤務日に

応じて、学校ごとに付与されます。】

※年次有給休暇以外の有給休暇はありません。

５．公務災害補償

公務上または通勤途上の災害について、労働者災害保険法の

定めるところにより、補償を受けることができます。

６．社会保険など

健康保険、厚生年金保険および雇用保険には加入しません。

非常勤講師の労働条件

◎採用時には、雇用期間を含む

勤務条件を文書で示されるこ

とになっています。

もし、わからないことがあれ

ば、お気軽に職場の組合員に

７ヶ月めから

週出勤日 ５日 ４日 ３日 ２日 １日

年次有給休暇 １０日 ７日 ５日 ３日 １日


